
令和２年５月１５日  

保 護 者 様                 

                                太宰府市立太宰府小学校 

                          校 長 浦 田 貴 子  

   

５月２０日（水）からの分散登校・５月２５日（月）からの学校再開について 
 
 目に鮮やかな新緑の候、保護者の皆様には、ご清祥のことと推察いたしております。臨時休校中の

子どもたちへの温かなご支援ありがとうございます。 

さて、太宰府市教育委員会の方針にもとづき、本校では下記のとおり、５月２０日（水）から地区

ごとに分散登校を行った後、５月２５日（月）から学校を再開することとしました。 

保護者のみなさまにおかれましては、分散登校及び学校再開に向けてのご理解とご協力のほどよろ

しくお願いします。 

 

１ 分散登校について 

（１）ねらい 

  学校再開に向けて子供の意欲を高めるとともに、新型コロナウィルス感染予防のための学校生活

の方法について身につけさせます。 

（２）日時・実施方法 

  地区ごとに３つのグループを編成し、下記の日程で登校させます。ご自分のお子さんの地区所属   

 が不明な場合は、事前に学級担任までお尋ねください。  

分散登校日 登校時刻 下校 児童の居住地区 

５月２０日（水） 7：50～8：15 

※7：50より前の登校

は、ご遠慮ください。 

11：10 

三条、三条台、連歌屋、大町、新町 

２１日（木） 五条１、２、五条西、湯の谷地区 

２２日（金） 北谷、松川、内山、馬場、東観世、白川 

（３）持参物 

  「共通持参物」と該当の学年の必要な物を持たせてください。 

区分 持参物 

共通持参物 

□マスク  □ハンカチ   

□「けんおんチェックカード」※5月 11日配付済み  

□水筒   □上靴    □筆記用具    □連絡帳    

□家庭調査票（２年生以上）         □引き渡しカード 

□「生活記録票」※5月 11日課題配付日に配付した表 

１年生持参物 □道徳の教科書（道徳ノート含む） □連絡袋  □クーピー 

２年生持参物 □クーピー  □自由帳 

３年生持参物 
□道徳の教科書（道徳ノート含む） □色鉛筆またはクーピー  

□ネームペン 

４年生持参物 
□道徳の教科書（道徳ノート含む） 

□５月１１日配付した課題（全て終わっていなくてもいいです） 

５年生持参物 □５月１１日配付した課題（全て終わっていなくてもいいです） 

６年生持参物 
□５月１１日配付した課題（全て終わっていなくてもいいです） 

□家にある読書用の本（ある人のみ） 

 



２ 学校再開について 

（１）日程等（※本日時点での予定であり、変更があった場合はメールにてお知らせします。） 

  ５月２５日から学校を再開し、１週目は午前中３時間の授業を行います。 

  ６月 １日から給食を再開し、午後までの５時間授業を実施します。 

日程 登校時刻 下校時刻 行事等 
５月２５日（月） 

7：50～8：15 
 

※7：50より前の登
校は、ご遠慮くだ
さい。 

11：10 
バス 松川 11:30   

北谷  11:09  

内山  11:32 

・午前中３時間授業 
 

２６日（火） 
２７日（水） 
２８日（木） 
２９日（金） 

６月 １日（月） 
14：45 

バス 松川  15:16   

北谷  15:14 

内山  15:03 

・給食開始 
・５時間授業 

 

２日（火） 
３日（水） 
４日（木） 

５日（金） 

（２）学習について 

  ５月２５日から６月５日までの期間に、前学年の未学習の内容（２年生以上）と４月の内容を臨

時休校中に配付した課題をもとに指導します。 

（３）給食費について（以下は市教育委員会からの連絡） 

  ・給食費は給食開始月から徴収となります。（月 4,650円） 

  ・今後、夏期休業期間の短縮等がある場合は、８月も引き落としがあります。 

  ・年度の最終引き落としの際に、年間給食実数日分の徴収金額を調整する予定です。   

 

３ 感染症防止にかかる学校の取り組み 

〇 毎朝、「けんおんチェックカード」で児童の健康状況を把握するとともに、教師も検温して自

身の健康管理に努めます。 

 〇 コロナウィルス感染拡大防止のための学校生活における行動様式（ソーシャルディスタンス、

手洗い等）を指導します。 

 〇 登下校時、トイレ使用時等において３つの密を避けるように工夫します。 

・トイレの使用時間をクラスごとに指定したり、待機場所の間隔をとったりする  

・教職員が昇降口に立ち、昇降口内の人数を制限する 等 

○ 当面の間、身体接触や飛沫感染の恐れのある学習活動を避けます。 

〇 多くの人の手が触れる校内の箇所を毎日、教職員が消毒します。 

 

４ 学校再開にあたっての保護者のみなさまへのお願い 

〇 必ず毎朝、ご家庭でお子様の検温をしてご記入いただき、「けんおんチェックカード」を提出

お願いします。 

なお、体調が悪い場合は、無理させず自宅で休養させて下さい。感染症予防のために、遅れた

り休んだりされた場合も「遅刻」、「欠席」扱いにはなりません。 

 ○ 学校でお子さんの体調が悪くなった場合は、早めにご連絡させていただきます。 

 ○ マスク、ハンカチは、毎日忘れずに持たせていただきますようお願いします。                      

○ 早朝、放課後の運動場の使用はできません。特に、７時５０分より前に登校することがないよ

うにご家庭でご指導お願いします。（7時50分からは各所に職員が立ち、感染防止の観点から子

供の様子を見守ります。） 

 〇 子供の登下校の安全確保のため、特段の理由がない限り、車での送迎はご遠慮下さい。 


